
規

則

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

救
急
病
院
等
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

教
育
委
員
会
告
示

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

〇
規

則

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
一
号

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
上
端

の
地
上
か
ら
の
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

三
年
以
内

第
三
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
（
新
規
の
許
可
申
請
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ロ
に
該
当
す
る
も
の
）

三
年
以
内

イ

条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
し
た
も
の

ロ

条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
す
る
も
の

第
八
条
中
「
第
三
条
第
六
号
」
を
「
第
三
条
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
屋

外
広
告
物
自
己
点
検
報
告
書
」
を
「
屋
外
広
告
物
安
全
点
検
報
告
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
期
点
検
）

第
九
条
の
二

条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
は
、
条
例
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
期
間
の
更
新
の
申
請
前
三
月
以
内
に
行
い
、
屋
外
広
告
物
安
全
点
検
報
告
書
（
第
六
号
様
式
の

二
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
条
例
第
六
条
第

一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
五
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
広
告
物
又

は
掲
出
物
件
並
び
に
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
と
す
る
。

３

条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
第
三
条
第
六
号
及
び
第
七

号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
で
あ
つ
て
、
許
可
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
六
号
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
加
え
、
「
掲
出
物
件
と
す
る
」
を

「
掲
出
物
件
で
あ
つ
て
、
許
可
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
資
格

を
有
す
る
」
及
び
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
二
号
と
す

る
。別

表
第
一
第
二
号
の
表
備
考
を
備
考
１
と
し
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

一
表
示
面
の
表
示
面
積
と
は
、
同
一
の
工
作
物
に
お
い
て
、
同
一
方
向
に
表
示
す
る
広
告
物
の

表
示
面
積
の
合
計
の
こ
と
を
い
う
。

別
表
第
二
第
二
号
の
１
の
表
そ
の
他
の
項
の
基
準
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
上
端
の
地
上
か
ら
の
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
（
壁
面
に

直
接
描
写
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
。

別
表
第
二
第
二
号
の
２
の
表
自
立
式
の
も
の
（
野
立
看
板
）
の
部
広
告
板
、
広
告
塔
及
び
サ
イ
ン
・
ポ
ー

ル
の
款
高
さ
の
項
並
び
に
建
築
物
を
利
用
す
る
も
の
の
部
突
出
広
告
の
款
高
さ
の
項
及
び
屋
上
広
告
の
款
高

さ
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
号
１
中
「
と
す
る
」
を
「
で
、
か
つ
、
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
上
端
の
地
上

か
ら
の
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
五
三
号

二

月

七

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
報
（
規
則
）

一



住
所
氏
名

㊞
（
T
EL

）
管

理
者

の
住
所
及
び
氏
名

住
所
氏
名

㊞
（
T
EL

）
管

理
者

の
住
所
及
び
氏
名

管
理
者
の
資
格

表
示
（
設
置
）
場
所

表
示
（
設
置
）
場
所

表
示
（
設
置
）
年
月
日

住
所
氏
名

（
T
EL

）
管

理
者

の
住
所
及
び
氏
名

住
所
氏
名

（
T
EL

）
管

理
者

の
住
所
及
び
氏
名

管
理
者
の
資
格

表
示
（
設
置
）
場
所

表
示
（
設
置
）
場
所

表
示
（
設
置
）
年
月
日

年
月
日

第
号

業
務
主
任
者
の
氏
名
、
資
格

取
得
年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号
屋
外
広
告

業
の
登
録

管
理
者
の
資
格

３
表
示
（
設
置
）
年
月
日
欄
に
は
、
当
該
広
告
物
等
の
表
示
（
設
置
）
年
月
日
（
表
示
（
設
置
）
年

月
日
が
不
明
の
場
合
は
、
当
初
の
許
可
年
月
日
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
管
理
者
に
資
格
が
必
要
な
場
合
、
管
理
者
の
資
格
欄
に
資
格
の
名
称
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
一
号
様
式
中

「

を
」

「

に
改

」

め
、
同
様
式
の
注
中
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
管
理
者
に
資
格
が
必
要
な
場
合
、
管
理
者
の
資
格
欄
に
資
格
の
名
称
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
四
号
様
式
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

第
六
号
様
式
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
、
同
様
式
の
注
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
注
中
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
報
（
規
則
）

二



第6号様式の2（第8条、第9条の2関係）

1　広告物の概要
(1)　表示又は設置の場所
(2)　前回許可 年　　月　　日指令　　第　　　　　号

2　点検結果

良好 経過
観察 要改善 即時

修理
補修完了
年月日 補修の内容

□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □

上記のとおり点検を行いました。
　　　年　　月　　日

点検者　 住　　所
氏　　名
電話番号
資　　格

上記の点検内容及び改善内容について確認し、了承しました。
　　　年　　月　　日

申請者　 住　　所
氏　　名
電話番号

注　１　氏名（法人にあつては、代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、自署することができる。
２　点検結果の欄は、該当する項目の□にレを付すること。

　　３　第９条の２第３項の広告物又は掲出物件にあつては、該当する点検者の資格の□にレを付すること。

基
礎
1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき
2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常

屋　外　広　告　物　安　全　点　検　報　告　書

区
分 点検内容

点検結果 補修の概要

支
持
部

1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
2 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間
3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落

接
合
部

1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形
2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化
3 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常

広
告
板
・
文
字

1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび
2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落
3 枠組み部材の破損、ねじれ

照
明
装
置

1 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光
2 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水
3 ネオン管・サポート類の破損
4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良

分
電
盤

1 分電盤の腐食、破損
2 電源配線経路の腐食、破損
3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷

そ
の
他

1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷
2 図面との相違の有無
3 その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　）

　特記事項

□屋外広告物法第10条第２項第３号イの登録試験機関が広告物の
　表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に
　合格した者
□職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、
　技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げ
　に係るもの
□建築士法第２条第２項及び第３項に規定する一級建築士及び
　二級建築士

印

印

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
報
（
規
則
）
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救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

大
分
赤
十
字
病
院

大
分
市
千
代
町
三
丁
目
二
の
三
七

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

社
会
医
療
法
人
関
愛

会
佐
賀
関
病
院

大
分
市
大
字
佐
賀
関
七
五
○
番
地
の

八
八

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

国
立
病
院
機
構
大
分

医
療
セ
ン
タ
ー

大
分
市
横
田
二
の
一
一
の
四
五

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

社
会
医
療
法
人
恵
愛

会
大
分
中
村
病
院

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
二
番
四
三
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

大
分
岡
病
院

大
分
市
西
鶴
崎
三
丁
目
七
番
一
一
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

今
村
病
院

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
二
番
二
九
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

国
東
市
民
病
院

国
東
市
安
岐
町
下
原
一
四
五
六
番
地

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

あ
お
ぞ
ら
病
院

国
東
市
国
東
町
小
原
二
六
五
○
番
地

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

国
立
病
院
機
構
別
府

医
療
セ
ン
タ
ー

別
府
市
内
竈
一
四
七
三
番
地

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

大
分
県
厚
生
連
鶴
見

病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
三
三
三
番
地

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

中
村
病
院

別
府
市
秋
葉
町
八
番
二
四
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

国
家
公
務
員
共
済
組

合
連
合
会
新
別
府
病

院

別
府
市
大
字
鶴
見
三
八
九
八
番
地

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

別
府
中
央
病
院

別
府
市
北
的
ヶ
浜
町
五
番
一
九
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

黒
木
記
念
病
院

別
府
市
照
波
園
町
一
四
番
二
八
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

内
田
病
院

別
府
市
末
広
町
三
番
一
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

杵
築
市
立
山
香
病
院

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
一
六
一
二

の
一

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

御
手
洗
病
院

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
二
二
一
五

の
九

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

医
療
法
人
咸
宜
会
日

田
中
央
病
院

日
田
市
淡
窓
二
丁
目
五
の
一
七

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

梶
原
病
院

中
津
市
中
殿
町
三
丁
目
二
九
番
地
八

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

酒
井
病
院

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
番
四
三
号

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

佐
藤
第
一
病
院

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
七
七
の
一

平
二
九
・

二
・

一
か
ら

平
三
二
・

一
・
三
一
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
適
法
に
表
示
さ
れ
、
又
は
設
置
さ
れ
て
い
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ

い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
第
三
条
、
第
十
一
条
及
び
別

表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
八
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
八
十
三
号

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

備
考

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字

片
平
桜
四
五
八
番
四
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字

下
ノ
平
二
八
八
番
五
ま
で

前

Ａ

二
五
・
七

〜

六
・
〇

七
八
・
〇

上
記
Ａ
及

び
Ｂ
は
、

関
係
図
面

に
表
示
す

る
敷
地
の

県
道
下
恵
良

九
重
線

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字

片
平
桜
四
五
八
番
四
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字

下
ノ
平
二
八
八
番
五
ま
で

後

Ａ

二
五
・
七

〜
六
・
〇

七
八
・
〇

区
分
を
い

う
。

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字

片
平
桜
四
五
八
番
九
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字

下
ノ
平
二
八
四
番
三
地
先

ま
で

Ｂ

四
九
・
八

〜
九
・
八

五
一
・
三

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
下
恵
良
九
重
線

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五
八
番
九
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
下
ノ
平
二
八
四
番
三
地
先

ま
で

平
二
九
・

二
・

七

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
市
山
国
町
槻
木
字
蛭
原
三
〇
一
三
番
一
、
三
〇
一
三
番
二

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す

る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
２９年

度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項

大
分
県
教
育
委
員
会

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

五



職
務
内
容

平
成
２９年

４
月
１
日
以
降
大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学

校
に
勤
務
し
、
同
校
所
属
の
実
習
船
の
機
関
員
と
し
て
、

各
種
航
海
に
お
け
る
運
行
及
び
当
該
実
習
船
の
維
持
・
管

理
等
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

採
用
予
定
者
数

１
人

職
種

海
事
職
（
機
関
員
）

平
成
２９年

２
月
７
日
（
火
）
か
ら
同
月
１７日

（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土

曜
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
海
事
職
（
機
関
員
）
願
書
在
中
」
と
朱
書
き

す
る
こ
と
。

・
平
成
２９年

２
月
１７日

（
金
）
到
着
の
も
の
（
必
着
）
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に
よ
る

場
合

②
郵
送
に
よ
る

場
合

注
意
事
項
等

提
出
物

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

・
五
級
海
技
士
（
機
関
）
以
上
の
免
状
の
写
し
を
同
封
す
る
こ

と
。

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名

は
「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５㎝

×
１２㎝

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封
筒

と
す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

・
所
定
の
も
の
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。
）

願
書

受
験
票

海
技
免
状
の
写
し

返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」
及
び

「
選
考
結
果
通
知
用
」
）

自
己
紹
介
書

①②③④⑤

・
個
人
面
接
（
３０分

）
人
物
・
教
養
・
専
門
性
な
ど
に
つ
い
て
の
個
人
面
接

・
受
験
票
送
付
の
際
、
受
験
者
ご
と
に
日
程
を
通
知
す
る
。

試
験
内
容

日
程

１
目
的

大
分
県
立
学
校
の
海
事
職
（
機
関
員
）
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２９年

度
採
用
に
当
た
っ
て
の

選
考
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
。

２
選
考
対
象
の
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

３
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１４９号

）
に
規
定
す
る
五
級
海
技
士
（
機

関
）
の
免
状
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
免
状
を
現
に
有
し
て
い
る
者

⑵
昭
和
３６年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

⑶
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

⑷
平
成
２９年

４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

４
出
願
等
手
続

⑴
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

⑵
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

郵
便
番
号

８７０－
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６－
５５１７

⑶
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
、
受
験
票
及
び
自
己
紹
介
書
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

⑷
受
験
票
の
交
付

平
成
２９年

２
月
２０日

（
月
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。

５
選
考

⑴
期
日

平
成
２９年

２
月
２５日

（
土
）

⑵
試
験
場

大
分
県
庁
舎
別
館
８
階

８４会
議
室
（
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
）

（
注
意
）
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

⑶
試
験
内
容
及
び
日
程

⑷
携
行
品

受
験
票

健
康
診
断
書
（
様
式
２
）

※
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

に
掲
載

し
た
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
印
刷
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
。
ま
た
、
選
考
日

当
日
の
提
出
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
は
、
事
前
に
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
電
話
連

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）

六



〇
公

告

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
日
田
土
木
事
務
所
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

中
津
市
及
び
日
田
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

絡
す
る
こ
と
。

⑸
選
考
結
果

選
考
の
結
果
は
、
平
成
２９年

３
月
３
日
（
金
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
の
県
政
掲
示

板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
文
書
で
通
知
す

る
。
ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.

oita-ed.jp/）
に
も
掲
載
す
る
。

６
試
験
の
配
点

個
人
面
接

２００点
７
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
選
考
試
験
の
得
点
を
、
選
考
試
験
の
結
果
の
通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
（
口

頭
に
よ
る
開
示
（
簡
易
開
示
）
は
行
わ
な
い
。
）
。

８
合
格
者
の
行
う
手
続

合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
採
用
の
た
め
の
必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
、
合
格
者
に

対
し
て
通
知
す
る
。

９
採
用
及
び
給
与

⑴
合
格
者
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
以
降
採
用
す
る
。

⑵
選
考
試
験
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
採
用
し
な
い
。

①
受
験
資
格
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

②
大
分
県
教
育
関
係
職
員
健
康
診
断
審
議
会
の
審
議
の
結
果
、
「
就
労
不
可
」
と
判
断
さ
れ
た
場

合
⑶
願
書
等
の
記
載
事
項
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
や
、
県
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が
あ

っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

⑷
採
用
時
の
給
料
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
等
の
規
定
に

基
づ
き
決
定
す
る
。
そ
の
他
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
・
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

な
お
、
採
用
前
の
職
歴
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
。

１０
そ
の
他

携
帯
電
話
は
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日
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